
第６号様式 

随意契約について 

公表年月日 令和８年５月１日 

担 当 課 建築保全課 

 

契約業者名・住所 
一般財団法人 建築コスト管理システム研究所 理事長 春田 浩司 

東京都港区西新橋３－２５－３３ 

工事等の名称 営繕積算システムＲＩＢＣ２賃貸借  

工事等の場所 松戸市竹ケ花１３６番地の２ 

種 別 システム賃貸借 

工事等期間 令和 ８年 ４月 １日から令和 ９年 ３月３１日まで 

契約金額 1,793,000 円 

工事等の概要 営繕積算システムＲＩＢＣ２の賃貸借を行う 

 

随意契約の理由 

 

一般財団法人 建築コスト管理システム研究所は、現在、公共建築工事の積算業務において使用している営繕

積算システムＲＩＢＣ２の開発元であり、本契約を締結できる唯一の契約相手方である。 

 以上の理由により、契約の相手方が特定されるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基

づき、随意契約とするもの。 

  


